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　　　ドイツ会計の国際的調和化と国際企業の対応
　　　　　　　一ダイムラー・ベンツ社のケースを中心として一

Internationale　Harmonisierung　der　deutschen　Rechungslegung　und　die　Umstellung　der

　　　　　　　　　　　　internationalen　Unternehmens
　　　　　　　　－Besonders　im　Falle　von　Daimler－Benz　AG．一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森川八洲男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yasuo　Morikawa

　　　　　　　　　　　　　　　I．問題の限定

　近年，各国の企業会計制度は，環境的諸条件の激変のもとで，既成の枠組みの変革を迫られ

ているようにみえる。その主要な問題の一つとして，特に経済および企業活動の国際化の急速

な進展と，資本市場のグローバル化を背景にした会計基準の国際的調和化をめぐる問題を挙げ

ることができる。

　ドイツ会計もその例外ではない。確かに，ドイツ会計は「大陸型会計」の源流として，伝統

的に債権者保護の観点から特に分配測定機能を重視し，情報開示機能を副次的ないし付随的な

ものとして位置づけてきた。そのため，ドイツでは，当初，自国の会計制度は，特にアメリカ

会計基準（US－GAAP）や国際会計基準（IAS）に代表されるような，本来的に投資家保護の観

点から情報開示機能を重視する「英米型会計」の流れを汲む国際標準とは相容れないものとみ

なされ，これらの国際標準への対応を内容とした調和化には消極的ないし否定的な見解が多く

表明された。

　しかしながら，1993年以降は事情が一変した。すなわち，93年に，ドイツの代表的な国際企

業の一つであるダイムラー・ベンツ社が，資金調達要請からニューヨーク証券取引所（NYSE）

に株式を上場するために，米国証券取引委員会（SEC）との合意にもとついて，　US－GAAPに

準拠した連結財務諸表を作成・公表し，またそれについで，翌94年からバイエル社はじめ，ハ

イデルベルガー・セメント社，シェーリング社，ヘキスト社などがIASを満たした連結財務諸

表を相次いで作成・公表したのを契機として，しだいに国際的調和化を推進する方向の論議が

高まり，この問題がいまやドイツ会計界における最も重要な課題の一つとしてクローズ・アッ

プされているのである。そして，現在では，このような個々の国際企業の会計実務レベルでの

調和化に対応して，それを制度面から支援するための措置もすでに講じられている状況にある。

こうしたドイツでの調和化の動向の背後には，EUレベルでの会計基準の調和化作業の進展を

見出すことができる。
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　もちろん，このような形での調和化の試みが連結財務諸表の枠内での調和化にとどまるのか，

それをこえてドイツ会計の中軸に位置づけられる個別財務諸表レベルでの調和化にまで及ぶの

かは現段階では明らかではない。主要な調和化の対象は前者であるが，特にベンツ社のケース

では，後者の方向が指向されているようである。

　本稿では，「大陸型会計」の典型であるドイツ会計の国際的調和化に関する諸問題の研究の一

環として，特にその先鞭をつけたD．ベンツ社のケースを取り上げ，資料上の制約はあるが，ド

イツ会計の特質との関わりで，同社が展開した調和化政策の内容を検討し，その意義と特質を

明らかにしたい。

1．ドイツ会計の枠組みと情報開示機能

1．ドイツ会計の枠組み

　すでに別稿でみたように1），ドイツの企業会計制度は，伝統的に商事法（商法，株式法など）

による会計規制の枠組みをとって形成され，発展してきた。現在でもこうした会計規制の枠組

みに変わりはない。

　私見によれば，ドイツ会計制度の枠組みの特徴として，特に法規制の方法としての厳格な成

文法主義の採用，会計の目的ないし機能としての債権者保護のための配当測定機能の重視，お

よび「基準性の原則」にもとつく商法会計（企業会計）と課税所得計算の連係の3点を指摘す

ることができる。一般に，各国の会計制度は，「大陸型会計」（Continental　Accounting）と「英

米型会計」（Anglo－Saxon　Accounting）という2つのモデルに類型化されるが2），これらの3

点は，ドイツ会計を源流とする「大陸型」モデルの基本的特質をなすものである。以下，これ

らの特徴について多少敷衛したい。

　第1の特徴は，ドイツ会計では，法規制の方法として特に厳格な成文法主義ないし規制的ア

プローチ（prescriptive　approach）が採用され，商事法に，特に年度決算書の様式，資産・負

債の計上および評価の原則などを中心にかなり詳細な規定が設けられていることである。その

ため，法形式の枠内で画一的・形式的な意味での比較可能性は確かに確保されるかもしれない

が，その反面で，個々の企業の経済的実態に適合した情報開示面では制約を受けざるをえない

であろう。

　第2の特徴は，ドイツでは，会計の主要な目的ないし機能として，特に債権者保護の観点か

1）拙稿「ドイツにおけるディスクロージャー制度の動向」企業会計50巻1号（1998年1月），120頁以下。

2）これについては，拙稿「国際会計基準への対応一ドイツ会計の視点から一」国際会計研究学会年報1995年度，

　23頁以下参照。



（647） 一ドイツ会計の国際的調和化と国際企業の対応一 323

ら，特に年度決算書（個別財務諸表）に関して，会社財産の維持（資本維持）を内容とした配

当可能利益の計算（配当測定機能）が重視されてきたことである。そして，ここでは，会計の

情報開示機能は副次的ないし付随的な地位にあるものとして位置づけられてきた。このような

会計目的観ないし機能観は，基本的には，資金調達に関する間接金融方式の優位性を基盤とし

て形成されたものであるとみることができる3》。

　そのために，ドイツ会計では，慣行的に慎重性の原則（保守主義の原則）が重要な位置を占

め，商法上，特に資産および負債の計上と評価の双方にっいて，配当可能利益計算の基礎をな

す純資産額の内輪の計上一秘密積立金の設定に導くような保守的な色彩の強い会計処理の方法

が広範にわたって強制または許容されてきたのである。

　さらに第3の特徴として，ドイツでは，企業会計と税務とが連係している点を挙げることが

できる。すなわち，ドイツ所得税法では，いわゆる「基準性の原則」（MaBgeblichkeitsprinzip）一

これは日本の「確定決算主義」に該当する一が採用され，商法会計（企業会計）と課税所得計

算（税務会計）とが密接に結びついている点である。この基準性の原則のもとでは，特に税法

上の評価選択権（準備金，特別償却および評価減などの諸種の税務上の特典を含む）が許容さ

れている場合に，企業がこれらの選択権を課税所得計算上有利なように行使するためには，前

もって商法会計上でそれに相当する会計処理を行うことが要求されるから，その結果として逆

に税法（特に「租税優遇措置」）が商法会計（企業会計）に影響を及ぼすことになる。これは「基

準性の原則の逆転」（Umkehrung　des　MaBgeblichkeitsprinzip）一略して「逆基準性」（umgeke－

hrte　MaBgeblichkeit）と呼ばれる。この逆基準性のために商事貸借対照表の情報開示機能は著

しく制約ないし阻害されざるをえない4）。

　上述したドイツ会計の枠組みに関する特徴は，これを現在直面している会計の国際的調和化

の視点からみると，国際的調和化を制約ないし限定する要因として作用するものと思われる。

さきにもみたように，ドイツ会計では，特に年度決算書（個別財務諸表）に関わる分配測定機

能（配当・課税所得測定機能）が重視され，情報開示機能は副次的ないし従属的な地位にある

ものとして位置づけられている。しかもこの機能は，厳格な法的規制の枠内での資本維持のた

めの保守的な会計処理や，基準性の原則から派生する逆基準性のために制約される関係にある。

したがって，ドイツ会計は，US－GAAPやIASに代表されるような，特に投資家保護の見地か

3）Working　Group　on　External　Financial　Reporting　of　the　Schmalenbach－Gesellschaft　fUr　Betriebswirt・

　schaft；German　Accounting　Principles二An　lnstitutionalized　Framework，Accounting　Horizons，　vol．

　9，No．3，　September　1995，　pp．93－96．

4）これについては，拙稿「ドイツ税法における『逆基準性の原則』の意義と問題点」税務会計研究6号，1995

　年，26頁以下参照。
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ら情報開示機能を重視する国際標準一それは，本質的に「英米型」モデルに立脚していると解

される一とは多分に異質的な性格を内包しており5），そのために，これらの国際標準への適合を

前提とした国際的調和化には重大な困難が伴わざるをえないと考えられるからである。この場

合，「英米型」モデルは，特に法規制の方法としての弾力的な慣習法主義（common　law　system）

の採用，会計の目的ないし機能としての投資家保護のための情報開示機能の重視，および企業

会計と税務会計の分離の3点を基本的特質とするものであり，その限りで「大陸型」モデル，

したがってまたその典型をなすドイツ会計とは対比的な位置にあるものとみられる。

2．情報開示機能の展開

　確かに，ドイツでも，EC会計指令の変換のための1985年商法改正によって資本会社の会計

制度の大幅な改訂が行われ，情報開示面でも，イギリスなど「英米型」モデルに対応してかな

り広範な改善が実現することになった。ここでは，特に注目に値する主要な事項だけを項目別

に列挙するにとどめたい。

　1．全般的事項

　（1）資本会社の年度決算書および連結決算書に関する基本原則として，イギリス法上の「真

実かつ公正な概観」」（true　and　fair　view：TFV）の原則が導入されている（商264条2項，

同297条2項）。この基本原則は，元来，慣習法主義にもとつく制度の枠組みを前提として，「公

正な会計慣行」への包括的な委任を表明したものであり，理念的には，ここの法律規定の枠を

こえて，企業の経済的実質に適合した情報を開示することを要求したものであるとみられる。

そのために，この原則は，しばしば「形式よりも実質を優先する原則」（principle　of　substance

over　form）と呼ばれる6）。ただし，この原則の導入については，特に（1）TFVは正規の簿記の

諸原則（GoB）を遵守して伝達しなければならない（商264条2項1文，同297条2項1文）

こと，また（2）EC指令で要求されている，例外的な場合における関係規定からの離反要請が削除

されていることの2点で，ドイツ法の立場からの限定が付されている7）。

5）この点については，次の文献参照。KUting，　Gerhard：US－Amerikanische　and　deutsche　Bilanzierung　im

　Vergleich－unter　besonderer　Berttcksichtigung　der　Konzernrechnungslegung　und　des　Daimler－Benz

　－Listing　in　New　York，　BFuP，4／1993，　SS．．374－376．　Kleekamper，　H．：Rechnungslegung　aus　Sicht

　des　IASC，　in：Die　deutsche　Rechnungslegung　vor　dem　Hintergrund　intemationaler　Entwicklungen，

　hersg．　von　J6rg　Baetge，1994，　SS．48－53．

6）たとえば，次の文献参照。Niehus，　R．J．：Die　vierte　gesells’ モ?≠?狽唐窒?モ?狽撃奄モ??@Richtliche－　Harmonisierung

　des　Jahresabschlusses　vor　internationalen　Hintergrund，　Wpg，1978，　S．468．

7）拙稿「西ドイツ新商法会計制度をめぐって（5）－1985年『会計法』を中心として一」会計132巻2号（1987年），

　93頁～94頁。
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　（2）資本会社の年度決算書および連結決算書の体系のなかにそれぞれ附属説明書（Anhang）

が採り入れられ，その情報開示機能が強化されている（商264条1項，同297条1項）。すなわ

ち，附属説明書には，年度決算書のレベルでみると，記載内容として，（a）貸借対照表・損益計

算書の説明事項と（b）これら両者の補足ないし明細表示のための情報の2つのタイプのものが含

まれるが，特に（b）は慣行的な情報内容をこえるものであり，その多くは従来機密的に取り扱わ

れたものであるといわれる8）。

　（3）継続性の原則が明定されている。すなわち，年度決算書に関して，表示と評価の両面か

ら継続性の要請が明文をもって規定されている（商265条1項，同252条1項6号）。また連結

決算書に関して連結方法の継続性が要求されている（商299条3項2文）。ただし，評価継続性

ならびに連結方法継続性については，「保持すべきである」と定められ，“MuBvorschrift”（「義

務規定」）ではなく，“Sollvorschrift”（「当為規定」）として定式化されているところから，この

原則は単なる非拘束的な勧告にすぎないとする解釈がみられる9）。

　2．年度決算書関係

　年度決算書に関係する主要な改正事項として，特に①損益計算書の表示様式に関する売上原

価法の採用（商276条），②税効果会計の採用（商274条），③逆基準性の作用による年度決算

書の歪みを開示面から補足するための措置の改善（一連の租税優遇措置を「準備金的性質を有

する特別項目」（Sonderposten　mit　Rucklageanteil）として開示する範囲の拡張（商247条3

項，同281条1項）と開示要請（商285条5項））などが挙げられる。

　3．連結決算書関係

　さらに，連結決算書に関係する主な改正事項として，特に①連結範囲に関し，外国に住所を

有するすべての子企業の連結を含む「世界決算書」（WeltabschluB）の作成が要求されている（商

294条1項），②連結決算書に計上される連結組入企業の資産・負債は，親企業の年度決算書（個

別決算書）に適用される評価方法により統一的に評価しなければならない（商308条1項1文）

として，統一的評価の原則（Grundsatz　der　einheitlichen　Bewertung）が規定され，これによっ

て旧法上の連結決算書に対する個別決算書の基準性の原則が取り替えられる，③資本連結の方

法として，英米式の買収法または取得法（いわゆる「損益作用的取得時連結法」（Methode　der

erfolgswirksamen　Erstkonsolidierung））が標準的方法一簿価法と（限定的）再評価法の2つ

8）G611ert，　Kurt　und　Ringling，　Wilfried；Bilanzrichtlinie－Gesetz：EinfUhrung，　Texte，　Materialien，2．

　Aufl．，1986，　S．27．

9）例えば，次の文献参照。Eckes，　Burkhard：Bewertungssteigkeit－MuB－oder　Sollvorschrift？　Getinderte

　Konzeption　im　nuen　Entwurf　eines　Bilanzrichtlinie－Gesetzes，　BB，1985，　SS．1443－1444．なお，拙稿

　　「西ドイツ新商法会計制度をめぐって（4）……」会計132巻1号（1987年），108頁も参照。
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を含む一として採用されている（商301条1項），④関連会社に対する資本参加は持分法により

評価する（商312条1項）ことなどが挙げられる1°）。

　しかしながら，1985年改正商法では，こうした情報開示面での改善がみられる一方で，いぜ

んとして債権者保護のための分配測定機能の優位性というドイツ的特質が固持され，資本維持

の要請にもとつく保守的な処理方法が保持されている。ここでは，「英米型」モデルと対比して

特に問題になる処理方法として次の諸点を指摘しておきたい。これらの保守的な処理は，利益

の内輪の計上を通じて，秘密積立金の設定に導くおそれがあるために情報開示機能は制約され

ざるをえない。

　（1）無償取得の無形固定資産の資産計上が禁止される（商248条2項）。この計上禁止措置は，

IAS（9号）における一定の条件を満たす開発費についての資産計上要求とは一致しない。なお，

US－GAAPでは（研究）開発費の資産計上は禁止される（ただし，市販用ソフトウェアの開発

費について特定工程に関わるものは資産計上が要求される（SFAS　86号）），（2）長期工事収益の

認識には，（評価の一般原則の1つである）実現主義（商252条1項4号）の要請から工事進行

基準が適用される。一方，US－GAAPでは，原則として工事進行基準が適用され，またIAS（11

号）では，測定の信頼性が満たされる限り，工事進行基準の適用が強制される。（3）短期投資（流

動資産に属する有価証券）の評価には低価法の適用が強制される（商253条3項1文）。一方，

US－GAAPでは時価評価が適用される。またIAS（25号）では時価評価または低価法の適用が

要求される。（4）不確実債務等偶発事象に対してかなり広範に引当金の設定が要求される（商249

条1項）。すなわち，慎重性の原則により，将来における発生の蓋然性が比較的小さくても（50％

以下でも）設定され，またその範囲も広範にわたっている。一方，US－GAAPでは引当金の設

定は制限されており，特に「発生の可能性が高い」（probable）場合に認められるが，これは約

70％～80％以上の蓋然性を指すものと厳格に解され，またその範囲も非常に限定されている。

またIAS（10号）では，問題の“probable”概念は明確に定義されていないが，　US－GAAPよ

りは緩く，50％超の場合には設定が許容されると解される11）。

　以上に述べたように，1985年商法でも，年度決算書（個別財務諸表）に関わる分配測定機能

の優位性はいぜんとして保持され，またそれに伴い情報開示機能は拘束ないし制約されるため

に，ドイツ会計の国際的調和化一調和化の第2段階を画する，IASないしUS－GAAPに代表さ

れる国際標準との調和化には困難が伴わざるをえないであろう。

10）拙稿「西ドイツ新商法会計制度をめぐってaD……」会計133巻4号（1988年），116頁～117頁参照。

11）これについては次の文献参照。Baukmann，　Dirk　und　Mandler，　Udo；Intemational　Accounting　Stan－

　dards：IAS　und　HGB　im　KonzernabschluB，1997，　SS．107－109　und　S．152．
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II．国際企業の国際的調和化の動向

1．アンケート調査にみる調和化への方向

　従来，ドイツは，その会計制度に内在する上述のような基本的特質のために，会計の国際的

調和化，特に「英米型」モデルにもとつく国際標準との調和化には消極的な態度をとってきた！2）。

しかしながら，1990年代になると，状況は変化した。特に国際企業による国境をこえた取引や

投資の増大とグローバル化した資本市場からの資金調達ニーズの高まりを背景にして，会計基

準の国際標準との調和化問題がすぐれて現実的な課題として提起されるに至ったのである。

　周知のように，会計の国際的調和化への1つのステップに，財務諸表（連結財務諸表）の「相

互承認」（mutual　recognition）方式がある。これは，会計基準が相互に同等と認められる場合

には有効であるが，逆に会計基準相互間に著しい相違がある場合には，その効果は期待できず，

利用することができない。従来ドイツやEUはUS（SEC）と相互承認の実現に向けて交渉した

が，実現をみなかった理由も，USのサイドからは，ドイツ商法やEC会社法指令などの会計基

準は特にUS－GAAPに比べ情報水準の点で劣り，またそれほど詳細な基準を含んでいないなど

のために，ドイツやEU企業の財務諸表等の情報開示能力は相対的に低いとみなされたことに

求められる13）。

　この問題について，ドイツ基準にもとつく財務諸表（連結財務諸表）の情報価値等に関する

興味のあるアンケート調査の結果がG．フェルシューレなどによって発表されている14）。この調

査は，会計調和化に関して，ドイツ上場会社80社（93年度売上高10億DM超の会社。銀行お

よび保険会社を除く。）の経営者および会計学者66名を対象に行われたものである。回答数は

前者は63社（回答率78．8％），後者は73名（同65．2％）であった。ここで，その内容の一部

を紹介したい。

12）例えば，次の文献参照。Rost，　Peter；Der　internationale　HarmonisierungsprozeB　der　Rechnungslegung，

　1991．

13）例えば，次の文献参照。Van　Hulle，　Karel；L’harmonisation　comptable　europ6enne：une　nouvelle

　strat6gi6　au　regard　de　1’harmonisation　internationale，　Revue　FranGaise　de　Comptabilit6，　No．275，

　F6vrier　1996，　p．36．

14）F6rschle，　G．，Glaum，　M．　und　Mandler，　U．；US－GAAP，　IAS　und　HGB：Ergebnisse　einer　Umfrage

　unter　deutschen　Rechnungslegungsexperten，　BFuP，4／1995，　S．392　ff。．この内容の一部は次の文献で

　　もすでに紹介されている。吉田波也人稿「ドイツにおける国際会計基準（ISA）の導入状況」AICPAジャー

　　ナル　No．496，1996年11月，14頁以下。崎幸浩稿「会計の国際化に対するドイツの対応」森川編著「会計

　基準の国際的調和化」第11章第3節，白桃書房，1998年3月刊行予定。
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　質問1：ドイツ商法基準に準拠した連結財務諸表はドイツ株式の国際的流通にとって障害と

なるか。

　この回答結果は，［第1表］に示したとおりである。

［第1表］ドイツ商法に準拠した連結財務諸表の株式の国際的流通に及ぼす影響

全く障害ではない わずかの障害 比較的大きな障害 決定的な障害

企　　　　業 6％ 48％ 41％ 5％

学　　　　者 0％ 19％ 71％ 10％

（出所）F6rschle　et　al．；a．a．0．，S．397．

　これからわかるように，企業経営者の約半数は，ドイツ基準にもとつく連結財務諸表はドイ

ツ株式の国際的流通に対してわずかの障害にすぎないとみて，あまり懸念していないのに対し

て，学者は71％が比較的大きな障害があるとし，また10％が決定的な障害があるとさえみてい

る。

質問2：ドイツ商法に準拠した財務諸表はUS－GAAPに準拠した財務諸表に比べ投資家に

とって情報価値があるか。

［第2表］ドイツ商法に準拠した財務諸表とUS－GAAPに準拠した財務諸表の情報価値の比較

情報価値は低い 情報価値は同等 情報価値は高い

企　　　　業 40％ 48％ 12％

学　　　　　者 73％ 21％ 6％

（出所）Fδrschle　et　a1．；a．a．O．，S．401．

　これから明らかなように，経営者は，ドイツ商法に準拠した財務諸表の投資情報としての価

値について比較的多数（60％）が肯定的に評価しているのに対して，学者の側では，それを上

回る73％が情報価値は総体的に低いと評価し，厳しい意見を表明している点が注目される。こ

の2つの異なる評価のうち，やはり学者の評価の方がドイツ企業の財務諸表の投資情報として

の限界を客観的に把握しているように思われる。
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質問3　ドイツ会計基準はどのように変更されるべきか。

選　　択　　肢 （1） ② （3） （4） （5）

企　　　　　業 28％ 38％ 20％ 11％ 3％

学　　　　　者 10％ 16％ 39％ 8％ 27％

（注）　選択肢（1》：全く変更の必要はない。

　　　選択肢（2）：連結財務諸表をドイツ商法，IASまたはUS－GAAPのいずれかにより作成する。

　　　選択肢（3）：連結財務諸表をIASにより作成する。

　　　選択肢（4）：連結財務諸表をUS－GAAPにより作成する。

　　　選択肢（5）：連結財務諸表だけでなく，個別財務諸表もIASにより作成する。

（出所）F6rschle　et　a1．；a．a．0．，S．407．

　この表にみられるように，経営者の側では，ドイツ会計基準は全く変更する必要はない（選

択肢1）とする現状肯定的な意見が28％あり，また連結財務諸表をドイツ商法，IASまたはUS

－GAAPのいずれかにより作成すべきである（選択肢2）とする折衷的な意見が38％と多数を

占めている。一方，学者のなかでは，連結財務諸表をIASにより作成すべきである（選択肢3）

という見解が39％と多数にのぼり，また連結財務諸表だけでなく，個別財務諸表をもIASによ

り作成すべきである（選択肢5）とする意見も27％ある。したがって，学者の約2／3（66％）

は，最低限連結財務諸表についてIASべ一スでの変革を求めていることがわかる。

　以上紹介したフェルシューレなどによる調査結果について，ここでは特に諸点に注意を喚起

しておきたい。（1）経営者は，現行の会計基準をできるだけ維持し，連結財務諸表について調和

化の必要を認めながらも，ドイツ基準か国際標準かの選択という形での現状妥協的な対応を望

む傾向がある。（2）学者の多くは，それと対照的に，現行基準の変更を指向し，連結財務諸表は

もちろんのこと，個別財務諸表についてもIASによるとする見解がかなり多くみられる。（3）両

者とも，国際標準としては，どちらかというと，US－GAAPよりもIASに関心を向けているよ

うにみえる。特に学者の側にはその傾向が強いといえる。

2．国際企業の動向

　さて，ドイツ国際企業は，特に93年頃（それは上記のアンケート調査が行われた年度でもあ

る）から，ニューヨーク証券取引所（NYSE）を中心とした国際資本市場からの有利な多額の

資金調達をはかることを目指して，国際投資家の投資意思決定に有用な国際的に比較可能な会

計情報を提供するために，特に連結財務諸表レベルで「英米型」モデルにもとつく国際標準を

相次いで受け入れ，それらに準拠した決算書を公表するという行動をとった。すでに周知のよ

うに，その先鞭をつけたのは，1993年にNYSEヘドイツ企業として初めて株式を上場したダイ

ムラー・ベンツ社（Daimler－Benz　AG）である。
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　これらの国際企業の会計調和化一世界的規模での調和化一への対応には，特に国際標準とし

てどの会計基準（US－GAAPか，　IASか）を受け入れるか，また当該国際標準とドイツ基準を

も満たす一組の連結情報を公表するか，これら2つの基準にもとつく二組の連結情報を別個に

公表するかにより，次の2つの方式がみられる15）。すなわち，（1）国際標準にしてUS－GAAP

（SEC基準）を受け入れ，かつUS－GAAPとドイツ商法の2つの基準にもとつく二種類の連結

財務諸表を作成・公表する方式と，（2）国際標準としてIASを採用し，ドイツ基準にもIASにも

適合する一組の連結財務諸表を作成・公表する方式である。ある文献によると，（1）は「並列財

務諸表」（ParallelabschluB）と呼ばれるのに対して，（2）は「二重の連結財務諸表」（dualer

KonzernabschluB）と呼ばれる16）。

　これらの2つの方式のいずれにおいても，調和化の対象は少なくとも直接は連結財務諸表に

限られているが，その理由は次の2点にあると思われる。すなわち，第1の理由は，連結財務

諸表こそ国際資本市場における第一義的に重要な情報開示手段であり，その比較可能性の改善

自体が現在行われている国際的調和化論議の焦眉の課題となっているという点であり，第2の

理由は，ドイツ会計の特質として，個別財務諸表は分配測定機能を主要な機能としているため

に，債権者保護システムや課税システム自体に主要な変更を加えずに，その調和化をはかるこ

とは困難であるが，連結財務諸表はもっぱら情報開示機能を有するだけであるから，比較的容

易に国際標準（US－GAAPまたはIAS）に移行することができるという点である17）。

　この2つの対応方式のうち，（1）は前出のベンツ社が1993年にNYSEへの20億DMをこえ

る金額の株式の上場認可をうけるための条件として採用した方法である。それは実際には，ド

イツ商法にもとつく連結財務諸表のほかに，Form　20－Fに従って，特にSEC基準（US－GAAP）

にもとつく調整表一正式には，「連結純利益および株主持分の米国会計基準への調整表」（Rec－

onciliation　of　Consolidated　Net　Income　and　Stockholdors’Equity　to　U．S．　GAAP）と呼ば

れる一を作成・公表するという内容をもつものであった。

　ベンツ社がこのような方式を採用したのは，直接には，もちろん，上述のように，特にUSと

の間に相互承認制がとられておらず，SECが外国会社の会計報告に関しUS－GAAPへの準拠

を求めているという制約条件の下で，その意図するNYSEへの上場一多額の資金調達を実現

するという理由からである。しかし，そのような理由だけではない。同社のJ，E．シュレンプ会

15）これについては，次の文献参照。倉田幸路稿「ドイツ会計基準の国際的調和化と国際企業の動向」企業会計

　48巻3号（1996年），69頁以下。前記の（1）に示した拙稿123頁以下。

16）Niehus，　Rudolf　J．：Zur“lntemationalisierung”der　Konzernabschlttsse　1994　der　Bayer　AG　und　der

　Schering　AG．　DB，1995，　S．937。

17）前記の（2）に示した拙稿29頁参照。
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長自身が述べているように18），より透明で，操作の介入する余地の少ないUS－GAAPを採用す

ることにより自社の会計制度を改善し，利益重視の方向へ会社を変革していくうえでの推進力

とすることもその理由であるといわれる。

　しかしながら，この方式は，他面で，特に二組の会計基準への準拠に伴う問題，すなわち，

ドイツ企業に超過費用の負担をもたらし，また投資家の投資判断を混乱されるなどの理由から，

長期的には承認できないものとして批判された19）。

　その後，1996年11月に，NYSEへ上場したドイツ・テレコム社も，　US－GAAPに準拠した

連結財務諸表を公表した。しかし，テレコム社の場合には，もっぱらこの型の連結財務諸表を

公表しているだけで，さきのベンツ社のケースにみられるように，ドイツ商法基準による連結

財務諸表の作成を前提とした「調整表」の公表は見受けられない。それは，特に国際標準（US

－GAAPまたはIAS）に準拠した連結財務諸表に制度的保証を与えるための措置である後出の

「資本調達促進法（案）」の実施を先取りした措置であると解される。

　一方，上記の（2）の方式は，ベンツ社についで，バイエル社，シェーリング社，ハイデルベル

ガー・セメント社，ヘキスト社などが採用した方法である。これらの国際企業は，準拠すべき

国際標準として特に国際機関である国際会計基準委員会（IASC）の設定するIASを採用するこ

とにより，ベンツ社とは異なる方向を指向したのである。そのため，これらの企業は，ベンツ

社のように，ドイツ連結財務諸表のほかに，国際標準にもとつく調整表を公表しているわけで

はなく，むしろ，ドイツ商法に従って作成された連結財務諸表において，特にIASがドイツ商

法と一致している場合，あるいはドイツ商法上会計処理選択権が許容されている場合に，それ

（IAS）を適用するという形をとっているのである20）。

　もっとも，この場合にも，特にバイエル社の1gg4年次報告書にみられるように，「IASの適

用から生ずる収益および費用に対する影響額」（income　and　expenses　resulting　from　changes）

についてのごく簡単な内訳表という形であるが，IASの適用に伴うドイツ基準との損益額の相

違が開示されているのが注目される。ただし，1995年以降はこの内訳表は提示されていない。

またバイエル社以外の会社では，当初から見受けられない。

　バイエル社等の国際企業がこの②の方式を採用した理由は，次の2点にあると思われる。一

つは，前記の（2）の方式の適用による二組の連結財務諸表の作成・公表に伴う企業側での報告費

18）日経ビジネス「ベンツの変身」1996年11月11日号，35頁。

19）例えば，次の文献参照。Busse　von　Colbe，　Walther：Zur　Anpassung　der　Rechnungslegung　von　Kapital・

　gesellschaften　an　internationale　Normen，　BFuP，4／1995，　S．377．

20）Kirsch，　Hans－Jttrgen；Die“Anwendung”von　lnternational　Accounting　Standards　in　Konzernabschltt・

　ssen　deutscher　Mutterunternehmen，　DB，1995，　S．1773．
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用の負担と，投資家等情報利用者の側での混乱を回避することであり，いま一つは，ドイツの

背後にあるEUの側で，特に1990年以降EU委員会がIASCの諮問グループに参加するなど

両者の間に協調体制ができあがり，EUとしてIASを支持する方向が明らかになったことであ

る21）。

　では，バイエル社等の国際企業がこのような対応方式を採用したのはなぜか。SECは現段階

ではIASを承認していない（ただしIAS　7号「資金収支計算書」を除く）ために，こうした形

での対応が少なくとも当面はアメリカ資本市場への株式の上場を意図したものではないことは

明らかである。むしろ，それは，ある論者の指摘しているように22），国際的に承認された基準に

準拠した会計報告をもって，各国の国際企業と優劣を競い，かつ「地方的な」情報開示という

印象を回避することを目指したものといえるであろう（もちろん，SECが近い将来IASを承認

するものと見越して，NYSEへ上場することを想定していることは否定できない）。

　ただし，この方式は，後にみるように，1993年改訂前の広範な選択権を含むIASの適用がそ

の前提とされているが，1993年11月にIASが選択権を削除する趣旨で改訂されたことによ

り，改訂IAS実施（1995年1月以降）までの暫定的な措置にとどまらざるをえないと思われる。

　さらに，ドイツ銀行は，1995年度から，営業報告書（および年次報告書）においてIASに準

拠した連結財務諸表を公表している。そして，国内の証券取引所には，それと別個に，ドイツ

商法に準拠した連結財務諸表を提出している。この会計調和化への対応方式は，国際標準とし

てIAS（ただし1993年改訂IAS）を採用しているという点では，上記の（2）の方式に該当するが，

しかしIASとドイツ商法の二組の連結財務諸表を作成・公表するという点では，（1）の方式に相

当するものであり，その意味で，両者の折衷的な方式であるとみられる。

　したがって，ここでも，ベンツ社のケースと同様に，二組の会計基準への準拠に伴う問題が

生じざるをえない。この問題について，ドイツ銀行の営業報告書（および年次報告書）では，

「当行は，今後数年後に，IASに準拠した連結決算書のみの提出を認める法案が可決されるこ

とを期待している」（ドイツ銀行：Geschaftsbericht　1996，　S．45）。同「1996年度年次報告書（日

本語版）」44頁。）と述べられ，資本調達促進法（案）の成立をもって対応しうるものと考えら

れている。

21）拙稿「EC会社法指令とEUにおける会計基準の調和化」森川編著「会計基準の国際的調和化j白桃書房，1998

　年3月刊行予定，第5章参照。

22）Busse　von　Colbe，　W．；a．a．O．，S．376．
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lll．ダイムラー・ベンツ社のケース

1．ベンツ社の対応

　すでに紹介したように，ダイムラー・ベンツ社は，1993年にNYSEに株式を上場するために，

ドイツ企業としてはじめてSEC　Form－20　Fに従い，　US－GAAPに準拠した連結財務諸表を公

表した会社として知られているが，手元にある同社の投資家向けの年次報告書をみると，US

－GAAPへの準拠といっても，ここでは，ドイツ商法にもとつく連結財務諸表にUS－GAAPに

もとつく「調整表」を結合するという内容のものが示されている（「1993年度年次報告書（日本

語版）」21頁以下参照）。ブッセ・ホン・コルベも，「すでに唯一のドイツ企業として，ベンツ社

は，SEC　Form－20　Fに従い，ドイツ連結会計規定とアメリカ連結会計規定との間の，当期純利

益と自己資本の「調整表」によって結びつけられる適合に応じた23）」と述べている。「1994年度

年次報告書（日本語版）」および「1995年度営業報告書（ドイツ語版）」にも，同様にこの「調

整表」が掲載されている。なお，同社は，連邦公報では，ドイツ商法に準拠した決算書を公表

している24）。

　しかし，1996年度にはこの点に変化がみられた。すなわち，全世界（ドイツを含む）におい

て，US－GAAPによる財務書類のみを投資家向けの年次報告書（annual　report）等で開示する

こととした。その理由は（1）2つの会計基準にもとつく開示に伴う経費負担を軽減すること，お

よび（2）US－GAAPの方がドイツ会計基準よりもより透明性が高く，他の国際企業グループとの

比較が容易になると考えられることにあるといわれる（そのため，有価証券報告書でも，US

－GAAPに準拠して作成された財務書類を記載することに変更した）（「東京証券取引所に提出

された「1996年度有価証券報告書（日本語版）」（41頁参照））。これに伴い，前記の「調整表」

は作成されていない。

　さて，ベンツ社の前出の「1993年度年次報告書（日本語版）」をみると，「財務状況について

の検討および分析」の表題のもとで，ドイツ基準にもとつく連結貸借対照表および連結損益計

算書のほかに，追加情報として，特にセグメント報告書（これは，現行商法で要求されている

情報内容をこえている），SFAS　95号にもとつく連結キャッシュ・フロー計算書，ならびに問

題の「連結純利益および株主持分の米国会計基準への調整表」（「調整表」）などが記載され，SEC

の開示要請に適合するという形になっている。

23）Busse　von　Colbe，　W．；a．a．0．，S。375．

24）森美知代稿「ドイツにおける国際会計基準への対応」企業会計49巻4号（1997年〉，82頁。
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2．「調整表」の内容とその検討

　ここで，ドイツ会計基準のUS－GAAPへの適合に関し特に重要な「調整表」を1992年

（NYSEへ上場する前年）から1995年にかけての各事業年度について比較表の形で示すと，

［第4表］のようになる。

　この調整表を分析すると，以下の諸点が明らかになる。

　1．連結純損益にっいて

　連結純損益については，1993年には，ドイツ基準による純利益615百万DMからUS基準に

よる純損失1，839百万DMへと正負大幅に逆転し，著しい相違がみられるが，それを除くと，

両者は比較的接近しているようにみえる。しかし，その内訳をみると，これら2つの基準の間

にはかなりの違いがあることがわかる。その主要な項目には，長期請負契約，営業権および事

業買収，年金・その他の退職後給付，外貨換算，金融商品，有価証券ならびに繰延税金などが

ある。これらの項目の多くは，年度により，増加要因としてあるいは減少要因として作用して

いるが，なかには，営業権および事業買収のように，一貫して減少要因として作用しているも

のもある。また，年金等も，特に起点をなす1992年を除き，減少要因として働いている。一方，

繰延税金は，1992年を除き，増加要因として作用している。これらの要因の作用の総合として，

US基準による純利益は，1993年を除き，ドイツ基準による純利益に比較的接近するという結果

を示しているのである。

　2．株主持分について

　株主持分については，ここで比較の対象として取り上げた全期間を通じて，US基準による方

がドイツ基準による場合よりも相当多額に計上され，この期間に1．40倍（1992年）から1．65

倍（1995年）にのぼっていることがわかる。なかでも，処分済利益剰余金（引当金，準備金お

よび評価修正）が一貫して大きな増加要因として作用する一方で，年金・その他の退職後給付

金が，それよりも小幅ではあるが減少要因として作用している点が注目される。このような株

主持分における主要な相違は，ドイツ基準がUS基準よりも多分に保守的な内容をもつもので

あることを示すものにほかならない。

　こうした相違が生ずる主な項目には，前出の処分済利益剰余金のほかに，1．で示した諸項

目がある。

　3．ドイツ基準とUS基準の主要な相違

　ここで，ドイツ基準とUS基準の間にみられる主要な相違について検討しよう（Daimler

Benz；Form　20－F．．Listing　on　the　New　York　Stock　Exchange，1993（以下引用の場合には

Aと記す），「1993年度年次報告書（日本語版）」（同じくBと記す），Amuual　Report　1994（C

と記す））。



［第4表］連結純利益および株主持分の米国会計基準への調整表
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　事業処分
　年金およびその他の退職後給付金
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　繰延税金

　　（9）
（2，241）

　　369

　（219）

　　52
　　49
　　238
　（215）

　2，621

1，463〔1，304〕（注1）　（3，660）

　53
（350）

（652）

（432）

（22）

633
（388）

　73〔232〕（注2）
496

　78
（287）

（624）

（40）

（225）

　292
2，627

2，192

（57）

（76）

337

　96
（94）

（438）

　88
（646）

米国会計基準に準拠した会計原則の変更による
　累積影響額控除前の米国会計基準による連結純利益（損失）
年金以外の退職後給付金に対する米国会計基準に準拠した
　会計上の変更により累積影響額（税金33百万DM控除後）
米国会計基準により連結純利益

874

　178
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（1，839） 1，402

（52）

米国会計基準による一株当たり利益（損失）
米国会計基準による一米国預託株式当たり利益（損失）
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　長期請負契約
　営業権および事業買収
　MBL自動車リース会社（有限合資会社）の連結解除
　年金およびその他の退職給付金
　外国通貨換算
　金融商品
　有価証券
　その他の評価差額
　繰延税金
米国会計基準による株主持分
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（出典）ダイムラー・ベンツ社「営業報告書1995年度版（独語版）」49頁。「年次報告書1994年度版（英語版）」67頁。
　　　「有価証券報告Pt　1993年度版（日本語版）」29頁。なお，訳語は一部修正してある。
（注記）「営業報告魯1995年度版（独語版）」については，次の3点に注意されたい。（1）「ドイツHGB（商法）による連結純利益」から控除される∫少数株主持分」の金額が示
　　　されておらず，またそれに関連して，「ドイツの規則に基づく調整後純利益」（6，374）に対応する94年度数値として〔1，304〕（注1）が表＊されている。（2）同様に「ド
　　　イツHGB（商法）による株主持分」から控除される「少数株主持分」の金額が示されておらず，またそれに関連して，「ドイツの規則にi基づく調整後株主持分」（19，446）
　’　に対応する94年度数値として〔26，456〕（注3）が表示されている。さらに（3）「その他の評価差額」（215）に相対する94年度数値として〔232〕（注2）が示されている。　　器

　　　期間比較の際には，これらの点に留意する必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　en



336 一『明大商学論叢』第80巻　第3・4号一 （660）

　（a）処分済利益剰余金（引当金，準備金および価値修正）

　ドイツ基準では，引当金，準備金および価値修正がかなり広範にわたり許容される。また，

その計上額はそれに対応するUS基準による計上額よりも保守的であるという点で，その差額

相当額は処分済利益剰余金（appropriated　retained　earnings）に類似するとみられる（A，　F

－9）。

　この処分済利益剰余金の差異をもたらす主な事例の一っは，US基準では，ドイツ法上許容さ

れる広範な貸倒引当金の設定が認められない点である。そのために，ドイツの貸倒引当金の過

剰部分は取崩されなければならず，純利益と株主持分に影響を及ぼすことになる（その結果，

棚卸資産および売掛金の評価額も修正されることになる）。「調整表」では，この種の利益剰余

金が配当源資として分配可能でないことをUSの投資家に示すために，「処分済利益剰余金」と

いう用語が用いられている（B，27頁）。

　（b）長期請負契約

　長期請負契約に関する収益および費用は，実行可能な限り，工事完成基準にもとついて計上

されているが，US基準では一般に工事進行基準により計上される。当グループの大抵の契約は

受取額にもとつく利益の部分的認識と前渡金の部分的計上を要求するものであるが，このよう

な内容の契約はUSでも通例であり，US基準によっても認められている。したがって，結果的

には差額は重要ではない（B，28頁）。

　（c）営業権および事業買収

　ドイツ基準によると，事業買収に伴う営業権は，株主持分に直接賦課されるか，または資産

計上されて，見積耐用年数（一般に5年から15年に至る期間）にわたり償却される。一方，US

基準では，取得原価と公正価値との差額が資産計上され，40年をこえない見積耐用年数にわ

たって償却される（B，28頁）。US基準との調整目的のためには，営業権は損益計算書を通じ

て特に15年と40年の間の見積耐用年数にわたり償却している（A，F－9）。

　（d）年金・その他の退職後給付金

　当社は，年金費用およびそれに類する債務（退職後給付金を含む）につき，保険数理計算（割

引率6％）にもとづき，ドイツ税法で定義された（将来の昇給を考慮しない）「加入年金方式」

（entry　age　method）を用いて引当計上を行っている。これに対して，　US基準では，　SFAS　87

号「事業主の年金会計」（1985年）に定められているように，特に保険数理上の仮定の使用につ

いてより規制的であり，また別の保険数理計算法である（将来の昇給を考慮する）「予測単位年

金積増方式」（projected　unit　credit　method）を適用することが要求される（A，　F－10）。

　これら2つの基準間のいま一つの相違は，USでは，　SFAS　106号「事業主の年金以外の退職

後給付の会計」（1990年）により，退職者の健康医療費は保険数理的に計算され，引当計上され
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なければならないことから生じる（B，28頁）。

　（e）外貨換算

　当社は，外貨建金銭債権については，取引日レートと決算日レートのいずれか低いレートで

換算し，また金銭債務については，取引日レートと決算日レートのいずれか高いレートで換算

している。その結果，未実現損失（為替差損）は当期に認識されるが，未実現利得（為替差益）

は実現するまで繰延られることになる。在外子会社の貸借対照表項目は，原則として決算日レー

トで換算している。ただし，超インフレ下の国にある子会社の固定資産および棚卸資産はこの

取扱いから除外され，取引日レートで換算されている。貸借対照表項目の換算による差額は株

主持分の部に記載している。費用・収益項目および当期純利益は期中平均レートで換算してい

る。

　一方，US基準では，　SFAS　52号「外貨換算」（1981年）により，外貨建金銭債権債務は決算

日レートで換算され，それから生ずる未実現損益は当期損益として認識される。在外子会社の

資産・負債は決算日レートで換算され，また損益計算書項目は期中平均レートで換算される。

超インフレ下の国にある子会社の資産・負債は，貨幣項目については決算日レートで，また非

貨幣項目については取得日レートで換算することにより，機能通貨で再測定される。それから

生じる換算損益は当期損益として認識される（A，F－7and　F－10）。

　（f）金融商品

　当社は，先物取引に関連する為替リスクをヘッジするために，金融商品を利用する契約（為

替予約）を結んでいる。ドイツ商法上の不均等原則により，そのような金融商品に関する未実

現損失に対しては準備金を設定するが，未実現利得は実現するまで認識しない。一方，US基準

では，ヘッジ会計の適用を律する規則がある。ヘッジの適用対象とならない（投資目的の）金

融商品は時価で評価し，未実現損益は当期損益として認識する（SFAS　52号）（A，　F－10。　B，

28頁）。

　（9）繰延税金　ドイツ基準では，（連結）繰延税金資産は，一般に連結組入会社間取引利益

（intercompany　profits）の除去のために認識される。その他の繰延税金は負債法（債権債務法）

により算定される。ただし，それは，連結繰延税金負債が連結繰延税金資産をこえる金額（純

額）で認識されるにすぎない。これに対して，US基準では，　SFAS　109号「法人所得税の会計」

により，繰延税金は，法定税率（enacted　tax　rates）にもとつく負債法を用いてすべての一時

的差異（評価修正や税務上の繰越益損金も含む）に対して計上される。なお，［第4表］の「調

整表」に含まれる繰延税金修正には，US基準修正に関わる所得税効果も含まれる（A，　F－11。

B，29頁）。

　最後に，有価証券の評価に触れておく。ドイツ基準では，流動資産に属する有価証券は低価
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法が強制される。固定資産に属する有価証券は原則として取得原価で評価し，決算日の時価が

低いときには低価法の適用が許容される。価格下落が永久的とみられる場合には，評価減が強

制される。一方，USでは，　SFAS　112号「一定の市場性ある有価証券の会計」（1975年）によ

り，市場性ある持分証券には総額低価法（洗替方式）の適用が強制される。短期保有債券は取

得原価評価を原則とするが，時価が相当下落したときは，相場が回復するという証拠がある場

合を除き，評価減が強制される。長期保有確定利付債券には償却原価法が適用される。

　しかし，このような評価規則は，1993年に公表されたSFAS　115号「一定の債務証券・持分

証券の会計」により大幅に改訂された。これによると，有価証券は保有目的から満期保有証券，

売買目的証券，売却可能証券（前2者以外のものをいう）の3種に分類されるが，そのうち満

期保有証券は償却原価法で評価し，また売買目的証券（短期保有証券）と売却可能証券は公正

価値（時価）で評価する。そして，売買目的証券に関わる評価差額（未実現保有損益）は当期

損益に計上するが，売却可能証券に関わる評価差額は純額で株主持分の独立科目として記載す

る。したがって，この新基準によると，ドイツ基準と著しく異なることになる。

　以上，前出の「調整表」に示されたドイツ基準とUS基準の間の「連結純利益」と「株主持分」

の相違をもたらす会計処理の内容について説明したが，このことから次の諸点を導き出すこと

ができるであろう。

　ドイツ基準の視点からみると，連結純利益の計算上収益ないし利得については，US基準に比

べて，一般に，その計上を遅らせる傾向がある一方で，費用ないし損失については，その計上

を早める傾向がある。その結果，連結純利益は相対的に圧縮されざるをえない。このようなパ

ターンの損益の期間転移という形で，ドイツ会計に内在する保守主義的な特質が表出している

のである。前出の「調整表」では，さきにも指摘したように，特に営業権の償却および年金引

当金（費用の相対的に過大な計上要因）が一貫して（あるいはほぼ一貫して）連結純利益の減

少要因として取り扱われていること，また（年金引当金以外の）諸引当金や税法上の諸準備金

が連結純利益の比較的大きな増減要因として示されていることなどが注目される。これらの要

因の相互作用により，ドイツ基準により連結純損益は，1993年を除き，US基準による利益数値

に比較的近似する結果になっているのである。

　次に，株主持分（純資産）の計算レベルでは，ドイツ基準はUS基準に比べ，計上と評価の両

面において，総じて資産価額の相対的に過小な計上をもたらし，また他方で，負債価額（また

は税法上の諸準備金（「準備金的性質を有する特別項目」（Sonderposten　mit　RUcklageanteil）

と呼ばれる））の相対的に過大な計上をもたらし，秘密積立金の形成に導く傾向がみられる。そ

の結果，株主持分はUS基準よりも相当縮小されざるをえない。この点に，ドイツ会計のもっ保

守主義的な体質がより明確に見出される。
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　「調整表」では，長期請負契約，金融商品，繰延税金および処分済利益剰余金（諸引当金，

税法上の諸準備金など）がほぼ一致して増加要因として取り上げられていること，またそのな

かでも特に後2者の増加額が大きいことが注目される一方で，年金引当金とその他の評価差額

（棚卸資産やリース契約に関する差異などを含む）が継続して減少要因として作用している点

が目につく。その結果として，さきにも一言したように，この期間に，US基準による株主持分

額はドイツ基準による場合に比べて著しく大きくなっているのである（1．40倍から1．65倍

へ）。

3．会計方針の変更

　以上にみた限りでは，D．ベンツ社はNYSEへの上場にあたり，連結会計のレベルで，特にド

イツ会計に内在する保守主義的な特質は基本的にこれを保持ないし温存する方向で，US

－GAAPとの調整をはかるという形での会計政策を採用したように解されるかもしれない。し

かしながら，実際には，当社は，NYSEへの上場に備えて，すでに80年代の後半から数回にわ

たり会計方針の変更を企てたのであった。

　ここで，手元にある資料の範囲内で，ベンツ社の会計方針等の変更のケースを跡づけると，

以下のようになる。

　（1）1987年および1989年の変更

　これについて，K．キュティングは次のように述べている。「すでに1987年と1989年に，ダイ

ムラー・ベンツ・グループにおいて会計処理に基本的な変更が企てられた。1987年には自己資

本と当期純利益が10億DMだけ下方に計算されたのに対して，1989年にはこの双方の数値は

上方に変更された。会計政策（Bilanzpolitik）におけるより大きなジグザグコースは，他のコ

ンツェルンでは全く認識されえなかった25）」。このうち特に89年の変更について，「1993年度年

次報告書（日本語版）」では次のように説明している。「当社は，他企業との比較を容易にして

報告方法を改善するために，その計上方法と評価方法を1989年の連結財務諸表より国際的な慣

行（特にUS－GAAPを指す一引用者注）に準拠している」（21頁。一部訳語を訂正）。したがっ

て，1987年の会計処理方法の変更はUS－GAAPへの準拠を目的としたものであるということ

ができる。

　（2）1992年の変更

　選択された会計政策として，特にD．ベンツ社における年金引当金および棚卸資産の評価の変

更が取り上げられ，これにより約45億DMの特別利益が計上されたことが指摘された26）。

25）KUting，　K．；a．a．0．　S．370．

26）KUting，　K。：a．a．0．　S．370．
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　（3）1993年の変更

　93年の連結財務諸表で，当社は計上方法と評価方法をできるだけUS－GAAPに近づけるよ

うに調整した。この作業は，同時にドイツ商法上の貸借対照表（商事貸借対照表）と税法上の

貸借対照表（税務貸借対照表）との実質的な調整と統合をも達成するものであるが，それによ

り連結財務諸表上26億DMの一過性の税引前利益が生じた（「1993年度年次報告書（日本語版）

21頁）。これに関連して，キューティングは，ここで「保証および大修繕引当金は税法上承認さ

れた額だけが切り離され，残余は自己資本に振り替えられる2η」と指摘しているが，これは，前

出の（2）とともに，個別財務諸表レベルの変更に関わるものであったとみられる㈹。

　（注）　なお，上記のような数次にわたる評価方法等の変更は，特に根拠のある例外的な場

　　　　合を除vSて，前年度と同一の評価方法（計上方法を含む）を保持すべきことを要求す

　　　　る現行商法上の評価継続性の原則（253条1項6号）に抵触しないのかという疑問が提

　　　　出されるが，決算監査人は，それぞれの財務諸表は現行のGoBと一致し，それゆえに

　　　　ドイツ商法に違反していない旨の監査意見を表明した28）。

　これらから明らかなように，D．ベンツ社は，すでに1987年からNYSEへの上場に備えて，

US－GAAPに適合するように数次にわたって，自社の会計処理方法を変更していたこと，さら

に重要なことには，連結財務諸表のレベルでの変更だけでなく，個別財務諸表についても，そ

の内容は必ずしも明確ではないが，その変更を企てていたことがわかるであろう。この後者の

問題について，キューティングは，’「ダイムラー・グループは，よりにもよって，なぜ個別財務

諸表を変更したかという疑問が提示される。その理由は，USでは伝統的に連結財務諸表が第一

義的に重要な決算書とみなされており，また当グループは，それに相当する評価変更をすでに

1989年に実行したからである29）」と述べている。

　このように，ベンツ社のケースでは，US－GAAPへの適合のために，部分的ではあるとして

も，特に基本財務諸表である個別財務諸表レベルでの調整が行われたが，このことは，会計調

和化に向けて債権者保護のための資本維持目的というドイツ会計の伝統からの離脱，したがっ

てドイツ会計のパラダイム転換の可能性を示唆するものとして注目に値する。

　しかし，このような数次にわたる会計方針の変更にもかかわらず，当社の採用する会計基準

とUS－GAAPとの間にはいぜんとして重要な相違があることは，上記の検討結果から明らかで

ある。

27）KUting，　K．；a．a．0．　S．370．

28）KUting，　K．：a．a．0．　SS．370－372．

29）KUting，　K．；a．a．0．　SS．370－372．
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IV．結　び

　すでにみたように，ドイツ会計は，従来，それに内在する「大陸型会計」としての特質から，

それと異質的な「英米型」モデルにもとつく国際標準への適合を内容とする調和化一世界的規

模での調和化一には消極的な態度をとってきた。しかしながら，1993年に資本市場の一層のグ

ローバル化を背景にして，NYSEへ上場するために，　D．ベンツ社がUS－GAAPに準拠した連

結財務諸表を公表したのを契機として，国際企業の問で調和化への動きが一挙に広がり，翌94

年には，バイエル社，シューリング，ヘキスト，ハイデルベルガー・セメントなどの各社が相

次いでIASに準拠した連結情報を公表したのである。ベンツ社はその先駆的な意義を有するの

である。

　これらのドイツ国際企業の調和化の企ては，特に国際資本市場で要求される連結情報レベル

での国際標準への適合という点で共通性がみられる。それは，国際資本市場で直接要求される

会計情報は連結財務諸表であるという理由のほか，ドイツでは個別財務諸表は特に分配測定と

いう固有の機能を有するためにその調和化には困難が伴うという理由によるものと解される。

しかし，国際標準として何を受け入れるかという点で，2つの方式がみられる。一つは，ベン

ツ社のケースにみられるものであり，国際標準として特にUS－GAAPを受け入れ，　US－GAAP

とドイツ商法の2基準に準拠した二組の連結情報を公表する一手元にある同社の財務書類によ

ると，実際には「調整表」の公表という形でのドイツ基準とUS－GAAPとの調整がはかられて

いる一という方式である。この方式には，費用の超過負担と投資家の側での投資判断上の混乱

という問題が伴わざるをえない。

　いま一つは，バイエル社など数社のケースにみられるものであり，国際標準としてUS

－GAAPを採択し，個別情報から分離して，IASもドイツ基準も満たすような一組の連結財務情

報を公表するという方式である。この方式は，上述のようにEUレベルにおけるIASとの協調

体制の成立を背景に適用されたものであり，第1の方式に伴う問題を回避するという利点を有

する㈱。

　（注）　ここでバイエル社のケースについてみると，「1994年度年次報告書（英語版）」では，

　　　　IASを適用した連結財務諸表の冒頭の「経営者の注釈」の項に先にも紹介した「IASの

　　　　適用から生ずる費用・収益の影響額」の内訳が記載されているが，これからドイツ基

　　　　準とIASの相違は意外に小さいことがわかる（Annual　Report　1994，　p．48．「同有価

　　　　証券報告書（日本語版）」52頁）。報告書でも「株主持分および利益に対する影響は重

　　　　要なものではない」と説明されている。そして監査報告書では，「われわれの意見では，

　　　　バイエル・グループの連結財務諸表は，注記に記載されている追加情報を含めて，IAS
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　　　　にも準拠していると指摘されている（Annual　Report　1974，　p．77．「同有価証券報告

　　　　書」138頁）3°）。

　こうした第2の方式での調和化が可能であった理由として，公式の文書では，ここで適用さ

れたIASの諸基準は1993年改訂前のものであり，　EU諸国の実務をも勘案して広範な選択権

を許容しているので，ドイツ法の選択権をIASに適合するように行使することができた旨のこ

とが述べられている（「資本調達促進法案理由書」9頁参照）。しかし，「比較可能性プロジェク

ト」（Comparability　project）の成果として，　IASは1993年11月に選択権を圧縮するために

大幅に改訂され，1995年1月からこの改訂基準が適用されることになったために，こうした方

式をとることはもはや困難になった（前記「理由書」9頁参照）31）。

　さて，ベンツ社が特に第1の方式を採用してUS－GAAPに準拠した理由は，直接にはNYSE

への上場という目的を達成するためであったが，それだけでなく，さらにより透明で操作の余

地の少ない会計基準により自社の会計制度を改善して，利益重視の方向に経営を転換するため

であった。注目すべきことに，同社は，このような目的に対応して，特に個別財務諸表にも関

わる会計方針の変更を含む会計政策を実行したのである。確かに，問題の「調整表」からは，

同社の採用する会計方針にはドイツ会計基準に内在する保守主義的な体質が色濃く反映されて

おり，NYSEへの上場にあたってもこれを極力保持するという方向の会計政策が採られたよう

にみえるが，実際には，それに備えて特に87年から数次にわたりUS－GAAPに沿う形で会計

処理方法の変更，それも連結レベルにとどまらず，個別財務諸表にも及ぶ変更が行われたので

ある。まさにこの点は，バイエル社などの対応にはみられない点で，ベンツ社の調和化方式の

際だった特徴をなすものであり，ドイツ会計のパラダイム変換の可能性をも示唆するものであ

る。ただし，こうした会計処理方法の変更後にも，保守主義的な会計基準は残存し，US－GAAP

との間にはまだ相当の相違がみられたのである。

　さらに，ベンツ社は，さきにも一言したように，1996年にUS－GAAPに全面的に準拠した財

務諸表（連結財務諸表）を公表したのである。すなわち，同社は，1996年度の上半期につき初

めてUS－GAAPに従った中間報告書を提示したが，それについで，1996年年次報告書等をもっ

て，ドイツ会社として初めてUS－GAAPに準拠した財務諸表のみを公表したのである。同社に

よると，この調和化プロセスの目的は，「当社の財務報告および内部報告の透明性と効率性を高

め，同時に，従業員，顧客および社会全体の利害を損なうことなく，投資家の利益を重視した

会社経営のための方法論的基礎を改善することである」と述べられ，経営管理目的への役立ち

という点が明確にされているのである（Annual　Report　1996，　p．44）。

30）これらについては，（注1）に示した拙稿124頁～125頁を参照。

31）これらについては，（注1）に示した拙稿124頁～125頁を参照。
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　ドイツでは，上述のような国際企業の会計調和化の動向に対応して，それを制度面から支援

するための措置である「資本調達促進法（案）」（Kapitalaufnahmeerleichtermgsgesetz）がす

でに1996年11月に連邦議会で可決されている32）。これによると，国際資本市場から資本調達す

るドイツ親企業は，特にその連結財務諸表がEC第4号指令と一致して，外国の資本市場で定め

られた会計方法に従って作成され，かつドイツ法に従って連結財務諸表と同等の開示能力を有

するなどの条件を満たしているときには，ドイツ法に定める連結財務諸表の作成を免除される

ことになるのである（改商292a条）。この措置によって，上述のようなベンツ社やIASに準拠

したドイツ銀行などのケースは，制度的にも容認されることになるのである。

　なお，こうしたドイツにおける制度的対応は，EUにおける動向を視野に入れつつ，それを先

取りしたものであるが，特に国際標準としてEUのようにIASだけでなくUS－GAAPも承認

しており，またEUのように準拠すべき会計基準自体の修正は勘案されていないという点では

異なる点に留意すべきである33｝。

32）Fntwurf　eines　Gesetzes　zur　Verbesserung　der　Wettbewerbsf註higkeit　deutscher　Konzem　an　inter－

　nationalen　Kapitalmtirkten　und　zur　Erleichterung　der　Aufnahme　von　Gesllschafterdarlehen

　　（Kapialtaufnahmeerleichterungsgesetz－KapAEG）vom　27．　November　1996，　BMS　3501／17．これにつ

　　いては，黒田全紀他稿「フランス・ドイツにおける連結財務諸表規則の変革動向」商事法務研究　No．1455，

　　（1997）12頁以下を参照。

33）（注1）に示した拙稿127頁を参照。


